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板倉区 

 
 発行 板倉区地域協議会 

 編集 地域協議会だより編集委員会（板倉区総合事務所内） 

    上越市板倉区針722-1   ℡ 0255-78-2141 

第50号 2020.2.1 

今号の話題 

◆地域協議会活動報告会について 

◆地域協議会委員視察研修について 

◆地域協議会への諮問について 

◆地域協議会の動き  

地域協議会の 

 活動報告会 を開催します！ 

１８：０５～ 地域協議会の活動報告 
  ①地域協議会全体の活動報告 

  ②部会報告 

 地域から聞き取った課題等は、案件に応じて「地域振興部会」、「健康福祉部会」、

「産業建設部会」、「地域活動支援事業審査基準検討部会」の４つのグループに分か

れて協議し、その結果を全員が集まる地域協議会で報告・協議しています。 

と き 令和２年２月２４日（月・祝）午後６時～７時30分 

ところ 板倉コミュニティプラザ ３階 市民ホール  

１８：４５～ 地域活動支援事業の活動発表 
令和元年度に実施した事業のうち、3団体から活動発表していただきます。 

１９：１５～ 令和２年度の地域活動支援事業について 
令和２年度の板倉区の採択基準等（予定）について説明します。 

１９：２０～ 次期地域協議会委員の募集について 
現在活動している委員は、令和２年４月で任期満了となります。 

次期委員の募集についてお知らせします。 

１ 

２ 

３ 

４ 

 地域協議会では、板倉区の代表として１４人の委員が月に１回程度集ま

り、板倉区の課題について話し合っています。また、板倉区を元気にするた

めの住民活動を支援する「地域活動支援事業の審査」も行っています。 

 そして、地域協議会での協議結果を「地域の意見」として市長に伝えると

いう、地域自治において大切な役割を担っています。 

今更だけど… 

地域協議会って？ 

内容 
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《
地
域
協
議
会
の
動
き
》 

【
令
和
元
年
】 

▼
10
月
８
日 

市
議
会
と
地
域
協
議

会
会
長
と
の
意
見
交
換
会
（
会
場:

上
越
市
役
所 

木
田
庁
舎 

５
階 

第

２
委
員
会
室
） 

▼
10
月
17
日 

第
10
回
地
域
協
議

会
（
諮
問
第
１
２
１
号 

板
倉
運

動
広
場
の
照
明
設
備
の
廃
止
に
つ

い
て 

ほ
か
） 

▼
11
月
６
日 

地
域
協
議
会
会
長
会

議
（
会
場:

直
江
津
学
び
の
交
流
館 

イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
） 

▼
11
月
８
日 

板
倉
小
学
校
設
置
推

進
協
議
会 

第
１
回
会
議
（
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
参
加
） 

▼
11
月
14
日 

第
11
回
地
域
協
議

会
（
公
の
施
設
の
使
用
料
改
定
に

つ
い
て 

ほ
か
） 

▼
12
月
６
日 

第
１
回
地
域
活
動
支

援
事
業
審
査
基
準
検
討
部
会
（
令

和
２
年
度
地
域
活
動
支
援
事
業
に

つ
い
て
） 

▼
12
月
17
日 

板
倉
小
学
校
設
置
推

進
協
議
会 

第
２
回
会
議
（
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
参
加
） 

【
令
和
２
年
】 

▼
１
月
８
日 

第
12
回
地
域
協
議
会

（
諮
問
第
１
２
２
号 

板
倉
地
区

公
民
館
筒
方
分
館
の
廃
止
に
つ
い

て 

ほ
か
） 

地
域
協
議
会
へ
諮
問
が
あ
り

ま
し
た 

 

地
域
協
議
会
に
対
し
、
左
表
の
と
お
り
諮

問
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
地
域
住
民
の
生
活
に

支
障
は
な
い
も
の
と
認
め
答
申
し
ま
し
た
。 

諮問日 
諮問

番号 
諮問事項 担当課 諮問内容 答申 

令和元年 

10月11日 

第

121

号 

板倉運動広

場の照明設

備の廃止に

ついて 

スポー

ツ推進

課 

老朽化に伴う設備の更新が必要な状況を踏まえ

たうえで、利用者数や利用状況に基づき上越市

板倉運動広場照明設備を廃止することに関し、

板倉区の住民の生活に及ぼす影響という観点か

ら、意見を求めるもの。 

適当 

令和元年 

12月25日 

第

122

号 

板倉地区公

民館筒方分

館の廃止に

ついて 

社会教

育課 

近年、当施設において公民館分館活動での利用

実態が無く、活動は隣接する建物のほか、地域

内の施設で行われていることを踏まえ、上越市

立板倉地区公民館筒方分館を公の施設として廃

止することに関し、板倉区の住民の生活に及ぼ

す影響という観点から、意見を求めるもの 。 

適当 

令和元年 

12月25日 

第

123

号 

板倉地区公

民館寺野分

館の廃止に

ついて 

社会教

育課 

近年、当施設において公民館分館活動での利用

実態が無く、活動は地域内の施設で行われてい

ることを踏まえ、上越市立板倉地区公民館寺野

分館を公の施設として廃止することに関し、板

倉区の住民の生活に及ぼす影響という観点か

ら、意見を求めるもの 。 

適当 

令和元年 

12月25日 

第

124

号 

板倉地区公

民館菰立分

館の廃止に

ついて 

社会教

育課 

当施設において公民館分館活動での利用実態は

無く、町内会の集会が主であり、すでに相応の

管理を委ねていることを踏まえ、上越市立板倉

地区公民館菰立分館を公の施設として廃止する

ことに関し、板倉区の住民の生活に及ぼす影響

という観点から、意見を求めるもの 。 

適当 

地
域
協
議
会
委
員
視
察
研
修
を
実
施

し
ま
し
た 

 

令
和
元
年
11
月
14
日
、
板
倉
区
地
域
協
議
会
委

員
視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し
た
。
令
和
３
年
４
月
に

板
倉
区
内
の
針
、
宮
嶋
、
山
部
の
３
小
学
校
が
統
合

し
、
新
た
に
板
倉
小
学
校
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
小
学
校
統
合
後
の
校
舎
の
活
用
方
法
の
参
考
と

す
る
た
め
三
条
市
の
「
も
の
づ
く
り
学
校
」
を
視
察

し
ま
し
た
。 

 

三
条
も
の
づ
く
り
学
校
は
、
三
条
市
が
民
間
企
業

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
て
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
、
指

定
管
理
委
託
し
て
い
る
施
設
で
す
。
当
日
は
、
三
条

市
商
工
課
職
員
や
指
定
管
理
者
で
あ
る
三
条
も
の
づ

く
り
学
校
職
員
か
ら
話
を
伺
い
、
施
設
の
見
学
を
し

ま
し
た
。 

 

参
加
し
た
委
員
は
、
も
の
づ
く
り
学
校
の
設
立
の

経
緯
や
利
用
状
況
、
運
営
方
法
な
ど
に
つ
い
て
質
問

し
、
板
倉
区
に
お
け
る
廃
校
の
活
用
に
つ
い
て
、
活

発
に
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 


